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有識者会議について
出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より
※令和４年12月１4日

１

• 技能実習、特定技能
の見直しの時期が
到来。

• 両制度の検証、適正
な受入れを検討す
るための意見を述
べる「有識者会議」
を開催。
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有識者会議について①
出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より
※令和４年12月１4日

２

• 令和5年6月9日
「関係閣僚会議」に
中間報告書が提出。

• 有識者会議は、
これまで9回開催。
（月一度のペース）
※2023年６月時点

• 関係者からのヒアリ
ングは別途実施。
（JITCOは、
2023年2月24日
にヒアリングを受け
る）
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中間報告書

○ 中間報告書は、今後最終報告に向けての具体的な議論等により、その内容の変更や修正が行われることが考えられます。
○ 今、重要なことは、厳格に現行制度の適正運用に努力し、外国人材受入れに係る新制度への参入障壁を、自ら生じさせないこととと思います。

出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より
※令和５年５月１１日、関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出

３



在留資格「技能実習」、「特定技能1号」、「新たな制度（検討中）」の比較

技能実習（団体監理型） 特定技能1号 新たな制度（検討中）

目 的 日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献 深刻化する人手不足への対応
人材確保と人材育成（未熟練労働者を一定の専門性や技能を有するレベルまで

育成）

在留期間 技能実習1号：1年以内、技能実習2号：2年以内、技

能実習3号：2年以内（合計で最長5年）
通算5年 －

活動内容
技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能

等の修得・習熟・熟達に努める活動

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務

に従事する活動
－

対象範囲
技能実習2号以降は移行対象職種のみ（2023年3

月31日現在87職種）

特定産業分野12分野

（①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子

情報関連製造業④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備⑦

航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業）

• 新たな制度と特定技能制度の対象職種や分野を一致させる方向で検討（主た

る技能の育成・評価を行う。技能評価の在り方等は引き続き議論）

• 現行の両制度の全ての職種や分野等並びに特定技能2号の対象分野の追加及

びその設定の在り方について、必要性等を前提に検討

入国時の技能水準 前職要件等あり（団体監理型） 相当程度の知識又は経験が必要（試験等により確認。技

能実習2号を良好に終了した者は試験免除。）
－

入国時の日本語能力

水準
介護職種を除いて要件なし

日本での生活および業務に必要な能力（試験等により確

認。技能実習2号を良好に修 了した者は試験等免除。）

一定水準の日本語能力を確保できるよう就労開始前の日本語能力の担保方

策及び来日後において日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける 

入国時の試験
なし（介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力

要件あり）

技能水準、日本語能力水準を試験等で確認（技能実習2号

を良好に修了した者は試験等免除）
－

送出機関 外国政府の認定を受けた機関 国によって異なる －

監理・支援
監理団体による実習管理（非営利の事業協同組合

等が実習実施者への監査その他の監理事業を行

う。主務大臣による許可制）

支援（受入れ機関・登録支援機関）（登録支援機関とは、個

人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて、特定技能

外国人に住居の確保その他の支援を行う者。出入国在留

管理庁による登録制）

• 監理団体や登録支援機関が担っている機能は重要。他方、人権侵害等を防
止・是正できない監理団体や外国人に対する支援を適切に行えない登録支 
援機関を厳しく適正化・排除する必要 

• 監理団体や登録支援機関の要件の厳格化等により、監理・支援能力の向上を
図る(機能や要件は優良団体へのインセンティブも含め、引き続き議論)

• 外国人技能実習機構の体制を整備した上で管理・支援能力の向上を図る
• 悪質な送出機関の排除等に向けた実効的な二国間取決めなどの取組を強化

受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし（介護分野・建設分野を除く） －

雇用形態 直接雇用のみ 原則として直接雇用だが、農業及び漁業では派遣が認めら

れる。
－

家族の帯同 原則不可 原則不可（特定技能２号については要件を満たせば可能） －

転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得

ない場合や、2 号から３号への移行時は転籍可能

同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通

性が確認されている業務区分間において転職可能

人材育成に由来する転籍制限は残しつつも、制度目的に人材確保を位置付け

ることから、制度趣旨と外国人の保護の観点から、従来より緩和する（転籍制

限の在り方は引き続き議論） 
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最終報告書の取りまとめに向けた論点（案）
出典:出入国在留管理庁HP
令和５年６月30日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する第9回有
識者会議」配付資料より※

• 9つの論点を最終
報告書に向けて具
体的に議論。

• 各論点の検討では、
「現行制度から
新たな制度に円滑
に移行するための
経過措置等の在り
方」についても併
せて検討。 

５
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出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より

６

技能実習の職種と特定技能の分野の関係について
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出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より

７

特定技能では受け入れ可能だが、技能実
習では移行対象職種ではない分野区分

（例）建設分野 造園工事業、電気工事業
 農業分野 養蜂 など

参考情報２

特定技能外国人を受け入れるには、以下
の要件を満たすことも必要。
特定技能外国人の要件
特定技能所属機関の要件
分野ごとの要件 など

参考情報１

技能実習の職種と特定技能の分野の関係について
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出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より

８

特定技能2号分野追加について
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出典:農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課HP
「飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について 2023年7月」より

9

特定技能2号分野追加について①
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出典:農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課HP
「飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について 2023年7月」より

10

特定技能2号分野追加について②
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出典:農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課HP
「飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について 2023年7月」より

11

特定技能2号分野追加について③
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出典:出入国在留管理庁HP
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」配付資料より

技能実習の運用

• 技能実習生の数
は、入国制限の
緩和を受けて回
復傾向。

12
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特定技能の運用

出典:出入国在留管理庁HP
令和５年６月30日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する第9回有
識者会議」配付資料より※

• 特定技能1号は、
毎月約6,000
名の増加傾向。

• 特定技能2号は、
2023年3月末
から変更なし。

13
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特定技能の運用①

出典:出入国在留管理庁HP
令和５年６月30日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する第9回有
識者会議」配付資料より※

• 飲食料品製造業、
素形材・産業機
械・電子情報関
連製造業が、全
体の半数。

• 試験ルート、技能
実習ルートは、分
野ごとに割合が
異なる。

14
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出典:出入国在留管理庁HP
令和５年６月30日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する第9回有
識者会議」配付資料より※

• 全国平均を大き
く上回る数値。

• 就業者に占める
特定技能外国人
の割合が全国で
最も高い。

15
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出典:出入国在留管理庁HP
令和５年６月30日「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する第9回有
識者会議」配付資料より※

• 愛知県、大阪府
埼玉県に次ぐ特
定技能外国人在
留者数数の多さ。

16
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JITCOは外国人技能実習制度・特定技能制度の総合支援機関です

○ 公益財団法人国際人材協力機構（略称：JITCOジツコ）は、外国人技能実習・研修制度の円滑な運営・適正

な拡大に寄与することを事業目的とし1991年に設立された財団法人です。

○ JITCOは、外国人技能実習生や特定技能外国人等の受入れ制度に関するセミナーの開催、個別のご相談への

対応、各種教材等の開発・販売などを通じて、外国人材の受入れ全般をサポートする、総合支援機関です。

○ 外国人技能実習法に基づき監理団体や実習実施者に受講が義務づけられている養成講習を、主務大臣から告

示を受けた養成講習機関として実施しています。

個別相談 セミナー

受入れ
支援サービス

⚫ 技能実習制度、特定技能制度に関する相談
⚫ 監理団体、実習実施者への訪問相談、支援
⚫ 職種（追加）、特定産業分野の相談

●技能実習制度説明会
●特定技能制度説明会
●技能実習生受入れ実務者セミナー（移行対象職種・作業概要）
●特定技能外国人受入れ実務者セミナー（特定産業分野概要）
●講師派遣：制度ガイダンス・オンライン道場（専門テーマ）

手続き
支援サービス

⚫ 外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請書類の点検・提出
⚫ 地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請書類の点検・取次
⚫ 申請書類の作成支援（オンライン相談）

●技能実習生受入れ実務者セミナー（書類の記載方法）
●特定技能外国人受入れ実務者セミナー（書類の記載方法）
●外国人材受入れセミナー（入国・在留手続と申請等取次制度）

送出し
支援サービス

⚫ 送出機関と監理団体のマッチング支援
⚫ 送出機関に対する相談支援
⚫ 送出機関への教材提供
⚫ 監理団体への送出し国・送出機関に関する情報提供・相談

●送出機関セミナー
●送出し各国事情説明（ビデオクリップ）

人材育成
支援サービス

⚫ 技能向上支援
⚫ 日本語指導支援
⚫ 教材・テキストの販売（電子教材サイト）

●日本語指導担当者セミナー（基礎知識編・教室活動編）
●外国人材との「やさしい日本語」話し方セミナー
●技能実習生向け技能検定等受検対策セミナー

実習生保護/在留
支援サービス

⚫ 外国人技能実習生総合保険、特定技能外国人総合保険等の普及
●法的保護情報講習への講師派遣
●特別教育学科講習への講師派遣

＜連絡先＞ JITCO 本部     TEL:03-4306-1100 （代表）
https://www.jitco.or.jp/

17


	スライド 1: 技能実習、特定技能制度の在り方に関する 有識者会議「中間報告書」の説明 ～特定技能２号分野拡大について最新情報～
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18

